
（１）職員の任免の状況（平成26年度中）

採用者数 28人 退職者数 27人

（２）職員数（平成26年４月１日現在）

職員数 387人 
※一般職に属する常勤職員数（教育長を除く。）
※再任用短時間勤務職員（19人）を除く。

（１）人件費の状況（平成26年度普通会計決算）

歳出額Ａ
（千円）

人件費Ｂ
（千円）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

25年度の
人件費率うち職員給

与費

13,730,321 2,729,358 1,728,023 19.9％ 18.7％
※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含む。

（２）職員給与費の状況（平成26年度普通会計決算）

職員数
Ａ

給与費（千円） １人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）
（千円）

給料 職員手当
期末勤勉
手当

計Ｂ

355人 1,118,335 185,077 424,611 1,728,023 4,868
※給与費は、職員手当には退職手当を含まない。

（３）一般行政職の初任給の状況（平成26年４月１日現在）

区分 初任給（円） 採用２年後の給料額（円）

大学卒 178,800 191,600
高校卒 144,500 155,700

※一般行政職は、税務職員・保健師・保育士・企業職員・技能労務職
員などを除く、一般的な業務に従事する職員

（４）一般行政職の経験年数別平均給料月額
（平成26年４月１日現在）

区分
経験年数
10年（円）

経験年数
20年（円）

経験年数
25年（円）

経験年数
30年(円)

大学卒 258,243 365,700 379,060 410,625 

高校卒 － 331,700 345,550 340,700 

（５）一般行政職の級別職員数の状況（平成26年４月１日現在）

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計

標準的
な職務
内容

主事

技師

主事

技師
主査

係長

主任

課長
補佐

係長

課長

課長
補佐

部長
次長
課長
主幹

部長 ―

職員数
（人）

29 40 31 48 12 25 27 ３ 215

構成比
（％）

13.5 18.6 14.4 22.3 5.6 11.6 12.6 1.4 100

（６）職員の平均給料月額、
平均給与月額、平均年齢の状況（平成26年４月１日現在）

区分
平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

平均年齢

一般行政職 309,000 341,000 40.3歳
技能労務職 210,800 243,300 52.5歳

（７）職員手当の状況
ア　期末・勤勉手当（平成26年度普通会計決算）

期末 勤勉

６月期支給月数 1.225月分 0.675月分
12月期支給月数 1.375月分 0.825月分

計 2.60月分 1.50月分
職務上の段階、職務の級等による加算措置　　有

平均支給年額 777千円 442千円
※支給月数は、平成26年度の状況
※平均支給年額は、平成26年度の職員１人当たりの平均額

イ　退職手当

退職区分 自己都合など 定年・勧奨

平均支給額（千円） 5,272 22,644 
※教育長は除く。
※平均支給額は、平成26年度に退職した職員１人当たりの平均額

ウ　特殊勤務手当

職員全体に占める支給職員の割合 3.9％
平均支給年額 26千円
手当の種類 ５種類

代表的な手当 待機手当、滞納整理手当

※支給職員の割合は平成26年４月の状況
※平均支給年額は、平成26年度普通会計決算額を平成26年４月の支給
対象職員数で除したもの（以下の手当についても同様）

エ　時間外勤務手当

支給総額（千円） 平均支給年額（千円）

74,529 287 

オ　その他主な手当

区分 内　容

扶養
手当

配偶者…13,000円
配偶者以外…6,500円
※配偶者のいない場合の１人目は11,000円
※満16歳から22歳までの子は１人につき5,000円を加算

住居
手当

借家…12,000円を超える家賃の額に応じ、最高27,000円

通勤
手当

交通機関利用者…運賃相当額の範囲内で支給
（原則として６ヶ月定期券の額で最高55,000円）
自家用車等利用者…通勤距離に応じ、最高24,500円

（８）特別職の報酬などの状況（平成26年４月１日現在）

区分 報酬などの月額（円） 期末手当

町長 871,000 
６月期　1.40月分
12月期　1.55月分　

計　2.95月分

副町長 682,000 
議長 375,000 
副議長 290,000 
議員 252,000 

町の人事行政の

運営等の状況を公表します！

　東浦町人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例第５条の規定に基づき、平成26
年度における本町の人事行政の運営等の状

況について、公表します。なお、表示単位

未満は四捨五入し端数整理しています。

●問い合わせ　秘書広報課　内線２２６

１　職員の任免及び職員数に関する状況

２　職員の給与の状況

平成26年度
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町の人事行政の運営等の状況を公表します！
平成26年度

（１）研修の状況
　東浦町職員研修規程（平成26年３月31日規程第２号）に基づ
き実施した研修は、次のとおりです。

研修区分 研修名など

オン・ザ・ジョブ・
トレーニング…各職場内
において日常の職務を通
して職員の資質の向上お
よび職場のモラルの向上
を図る研修

OJT研修

一般研修…職員がその職
務を遂行するために必要
な知識、技能、態度その他
基礎的教養の習得を目指
す研修

新規採用職員研修、一般職員研修、
監督者研修、管理者研修
・新任係長まで主に知多５町職
員研修協議会で実施

・課長補佐以上は、主に県研修セ
ンターで実施

・保育士は専門機関で開催

特別研修…特定の職務を
行うのに必要な専門的、実
務的な知識および技能を
習得させる研修

クレーム対応研修、コンプライア
ンス研修、プレゼンテーション研
修など
主に役場内で専門講師により開催

派遣研修…他の地方公共
団体、外部の研修団体など
が行う研修に派遣し、行政
の効率的な運営能力および
高度な識見を備えた職員を
養う研修

自治大学校、県研修センター、市
町村アカデミー、国際文化アカデ
ミー、民間研修機関など

自主研修…職員が自らの
意思に基づき町政全般に
ついて調査、研究および
知識を習得するもの

資格取得支援補助、自主研究グ
ループ支援

（２）勤務成績の評定の概要
　人事考課制度に基づき、職員（技能労務職を除く。）を対象に

勤務成績の評定を次のとおり行っています。

目的

　これまでの年功序列的な制度から能力・
業績を重視した給与構造への抜本的な見直
しを行い、目標管理と連携した業績重視の
人事考課制度を導入し、職員の意識改革お
よび人材の育成をするとともに給与などへ
の反映を目的とする。

制度の概要

　人事考課制度により、第２次考課者にお
いて考課した総合考課点をＡからＥの５
段階に置き換えて評価する。調整考課者
は、最終評定点および評語を決定する。評
語ＡおよびＢの人員は、最終評定者および
格付けを同じくする被評定者について、Ａ
は10％以内、ＡとＢの和は30％以内とし
ている。

評定日 平成27年１月１日

評定期間
平成26年４月１日から平成27年３月31日
まで

対象者

　東浦町職員定数条例による職員のうち、
技能労務職を除くすべての職員。
　ただし、欠勤、休職、停職、長期出張その
他これに類する事故などのために長期にわ
たり職務に従事しない場合もしくは公正な
評定を行うことができないと認められる場
合は除く。

実施者数 326人

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況
（変則勤務職場などを除く一般的な職場におけるもの）

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

７時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午～午後１時

（２）主な休暇の種類

区分 付与日数 区分 付与日数

年次有給
休暇

１年度につき20日 証人等
出頭

必要期間

出　産
産前６週間、
産後８週間

骨髄移植 必要期間

育児時間
１日２回、
各30分以内

ボラン
ティア

１年につき
５日以内

子の看護
１年につき
５日以内

住居
滅失等

７日以内

短期の
介護

１年につき
５日以内

交通遮断 必要期間

忌　引
親族の区分により

１～７日
妻の

出産補助
２日以内

父母の
祭日

１日 夏季休暇 １年につき５日

結　婚 連続する５日以内
選挙権
行使

必要期間

（３）育児休業等取得者数（平成26年度中に新たに取得した職員数）

区分 男性 女性

育児休業取得者数（人） ０ 11
部分休業取得者数（人） ０ ２

４　職員の分限および懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

処分の種類 処分者数（人） 処分の事由

休　職 ４
心身故障のため、長期の休養を
要する場合

降　任 ０ －

免　職 ０ －

（２）懲戒処分の状況

処分の種類 処分者数（人） 処分の事由

免　職 ０ －

停　職 ０ －

減　給 ３ 職務義務違反

戒　告 ３ 職務義務違反

５　職員の服務の状況

（１）服務制度に関する研修などの実施状況
　地方公務員法（昭和25年法律第261号）に定められた町職員
についての義務を周知徹底するため、新規採用職員研修にお

いて、服務制度に係る研修を実施しました。また、随時、通知

文書などにより、服務規律の徹底を図っています。

（２）セクシャル・ハラスメント対策
　セクシャル・ハラスメント防止については、秘書広報課を

相談窓口として職場におけるセクシャル・ハラスメントの防

止などに努めています。

（３）営利企業などへの従事許可の状況
（平成26年度中に新たに許可したもの）

区　分 件数

報酬を得て事業もしくは事務に従事するもの ８件

６　職員の研修および勤務成績の評定の状況
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７　職員の福祉および利益の保護の状況

（１）共済組合負担金（地方公務員等共済組合法[昭和37年法律第
152号］に基づく負担金：普通会計）

執行額（千円） １人当たりの負担額（千円）

405,388 1,142

（２）職員互助会に対する補助金

会員数 補助金額 １人当たりの補助額

396人 1,379,000円 3,482円

（３）　安全衛生
ア　安全衛生管理体制の概要
　職員の安全確保、健康増進などの諸施策を効率的に推進す

るため、東浦町職員安全衛生管理規程（昭和59年東浦町訓令第
２号）の定めるところにより、統括安全衛生管理者（副町長）を

組織の長とする安全衛生管理体制を整備しています。

　また、調査審議機関として職員の安全衛生についての基本

的対策については、安全衛生委員会を設置しています。

イ　職員健康診断

検診名
受診者
数（人）

健康管理区分（医療面）（人）

要医療 要精検 要観察
観察
不要

定期健康診断
および人間ドック

391 31 153 191 16 

ウ　健康指導などの実施状況
　職員の健康の保持増進を図るため、健診結果に基づく事後

管理、一般疾病の予防・治療対策、心の健康問題について共済

組合などの相談窓口を活用して保健指導を実施しています。

（４）　職員の災害補償
ア　公務災害認定件数

負傷（件） 疾病（件）

自己職務遂行中 ２
公務上の負傷に
起因する疾病

０

出張中 0 職業病 0

その他 0 その他公務起因性の
明らかな疾病

0

合計（件） ２

イ　通勤災害認定件数

出勤途上（件） 退勤途上（件） 合計（件）

１ ０ １

ウ　公務災害基金負担金
（地方公務員災害補償法［昭和42年法律第121号］に基づく負担金）

執行額 2,300,779円

８　公平委員会の事務の状況

業務の種類 件数（件）

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０

不利益処分に関する不服申立ての状況 ０

※公平委員会の事務は、県に委託しています。

　年間約 25 万人以上が利用し、県下でも比較的、
利用者人数が多いコミュニティバスです。ぜひお

申し込みください！

●掲載位置・掲載料・募集枠数

広告の位置 枠数 広告掲載料
（１枠１月）

１号車
２号車
４号車

車内 側面
上部 ９枠 1,000円

窓ガラス ４枠 1,500円

車外
側面

運転席側 ３枠 3,000円

乗降口側 ３枠 3,500円

後部 １枠 3,500円

３号車

車内 側面上部 ５枠 1,000円

車外
側面

運転席側 ２枠 3,000円

乗降口側 １枠 3,500円

後部 １枠 4,000円

※掲載広告の制作費用は広告主の負担となります。

●広告掲載期間

４月１日（金）から１か月単位で申込可、最長で

平成 29 年３月 31 日（金）まで
●申し込み

２月19日（金）までに申込書と必要書類を問い合
わせ先へ

※詳しくは町ホームページへ

※申込書は防災交通課で配布または町ホームペ

ージからダウンロード可

●問い合わせ　防災交通課　内線３４９

広告

○○○○○
○○○○○○○○○○

おだいちゃん
家康の母・於大の方

広告

○○○○○
○○○○○○○○○○

おだいちゃん
家康の母・於大の方

広告広告

広告

側
面
上
部

車
内

車
外

側
面 

乗
降
口
側

車
外

側
面 

運
転
席
側

車
外

後
部

「う・ら・ら」東 浦 町

運行バス

有料広告募集

※画像は「う・ら・ら」３号車の掲載位置です。
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